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固
定
資
産
税
課
税
誤
り

問　
還
付
年
数
を
最
長
１３
年
と

し
た
根
拠
は
。

答
（
税
務
課
）

　

地
方
税
法
で
は
還
付
年
数

は
５
年
と
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
市
に
瑕
疵
（
か
し
）
が

あ
る
場
合
、
過
誤
納
金
還
付

要
綱
を
根
拠
に
地
方
税
法
で

規
定
す
る
還
付
年
数
５
年
を

含
め
、
民
法
上
で
の
最
長
２０

年
を
限
度
と
し
て
還
付
し
て

い
る
。
今
回
の
場
合
は
、
地

方
税
法
で
規
定
す
る
５
年
と
、

そ
れ
を
超
え
る
８
年
の
１３
年

に
つ
い
て
還
付
し
た
。

水
道
事
業
会
計 

未
処
分
利
益
剰
余
金

問　
処
分
方
法
に
つ
い
て

答
（
水
道
課
）

　

従
前
に
お
い
て
は
、
未
処

総
務
委
員
会

分
利
益
剰
余
金
の
２０
％
を
下

回
ら
な
い
金
額
を
減
債
積
立

金
、
ま
た
は
利
益
積
立
金
と

し
て
積
み
立
て
る
必
要
が

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
平
成
２３
年
の
地

方
公
営
企
業
法
の
一
部
改
正

で
、
積
立
義
務
が
廃
止
と
な

り
、
利
益
剰
余
金
の
処
分
は
、

自
治
体
の
裁
量
と
な
り
処
分

す
る
場
合
は
市
議
会
の
議
決

が
必
要
と
な
っ
た
。　
　
　

　

前
年
度
に
続
く
今
回
の
処

分
も
、
将
来
に
わ
た
り
安
定

し
た
企
業
債
の
償
還
財
源
を

確
保
す
る
た
め
に
、
剰
余
金

を
減
債
積
立
金
に
積
み
立
て

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

不
動
産
売
払
収
入

問　
転
売
の
制
約
及
び
市
所
有

の
遊
休
地
の
処
分
状
況
は
。

答
（
財
務
課
）

　

こ
の
土
地
は
購
入
者
の
す

ぐ
隣
の
土
地
で
、
以
前
か
ら

家
族
の
住
宅
用
地
と
し
て
購

入
を
希
望
し
て
お
り
、
契
約

書
に
も
特
定
目
的
へ
の
転
売

の
制
約
を
設
け
て
い
る
。

　

ま
た
、
市
所
有
の
遊
休
地

の
処
分
状
況
は
、
お
お
ひ
ら

保
育
所
の
跡
地
、
旧
斎
場
跡

地
や
ふ
た
ば
保
育
所
の
跡
地

な
ど
、
比
較
的
面
積
の
広
い

土
地
は
、
昨
年
秋
に
売
却
公

告
を
行
っ
た
が
売
れ
な
か
っ

た
。

　

こ
の
た
め
再
度
、
鑑
定
評

価
に
よ
る
価
格
を
見
直
し
た

上
で
、
本
年
８
月
１
日
か
ら

９
月
１３
日
ま
で
の
間
、
土
地

１４
筆
の
売
却
公
告
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、
３
筆
に
つ
い
て
申

し
込
み
が
あ
り
、
今
後
、
入

札
等
の
手
続
を
行
う
。

と
り
の
き
保
育
所

増
改
築
主
体
工
事

問①
ほ
ふ
く
室
（
※
）
の
増
築

工
事
に
よ
り
、
何
人
が
入
所

可
能
に
な
る
の
か
。
　

②
入
所
者
が
増
え
た
際
、
保

育
士
の
人
数
は
足
り
る
の
か
。

③
現
在
は
築
何
年
で
、
建
て

替
え
の
検
討
は
。

答
（
子
育
て
支
援
課
）

①
ゼ
ロ
歳
児
を
対
象
と
し
て
、

最
大
１５
人
が
入
所
可
能
と
な

る
。

②
設
置
基
準
で
は
、
ゼ
ロ
歳

児
３
人
に
対
し
、
保
育
士
１

人
が
必
要
で
、
来
年
度
の
完

成
に
合
わ
せ
て
随
時
、
確
保

し
て
い
く
。

③
補
助
事
業
で
昭
和
５２
年
に

建
築
し
、
耐
用
年
数
は
５０
年

で
あ
り
、
現
在
３６
年
が
経
過

し
て
い
る
。
ま
た
、
建
て
替

え
る
に
は
、
概
算
で
約
３
億

円
の
費
用
が
か
か
る
上
、
耐

用
年
数
も
残
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
建
て
替
え
は
考
え
て

い
な
い
。

（
※
）
ほ
ふ
く
室
と
は
？

ゼ
ロ
歳
児
が
使
用
す
る
部
屋

内
山
衛
生
事
務
組
合
の
解
散

問①
組
合
の
解
散
に
伴
い
、
中

山
地
区
の
ご
み
焼
却
分
が
増

え
る
が
、
伊
予
地
区
清
掃
セ

ン
タ
ー
の
焼
却
能
力
は
。
　

②
松
前
町
と
の
組
合
負
担
金

の
割
合
は
。

③
三
秋
地
区
へ
の
了
承
は
。

答
（
市
民
生
活
課
）

①
清
掃
セ
ン
タ
ー
は
、
１
日

当
た
り
約
８０
ト
ン
を
焼
却
で

き
る
能
力
が
あ
り
、
現
在
１

日
当
た
り
約
６０
ト
ン
の
焼
却

を
行
っ
て
い
る
。

　

中
山
地
区
の
ご
み
量
は
、

１
日
当
た
り
約
１
・
８
㌧
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
分
が

増
え
て
も
十
分
処
理
で
き
る
。

②
こ
の
施
設
の
負
担
金
の
経

常
経
費
割
は
、
均
等
割
が

２０
％
で
、
残
り
８０
％
は
使
用

民
生
文
教
委
員
会

とりのき保育所（下吾川）


